
※第１年度　１００％軽減　　　第２年度・第３年度　７５％軽減

道路貨物運送業・こん包業・卸売業・コールセンター業・旅館業の皆さんへ！！

■お問い合わせ先　　柏崎市産業振興部企業立地推進室　　電話：２１－２３６２（直通）

設備の導入年の翌年から３
年間適用されます。

　～道路貨物運送業・こん包業・卸売業の
　　　　　　　　　　　　　　　皆さんが対象です～

　～コールセンター業・旅館業の
　　　　　　　　　　　　　　　皆さんが対象です～

税軽減・税免除

『事業開始』後、６０日以内に申請書をご提出いただくだけで、固定資産税の優遇が受けられます。

市役所 受付 決裁/決定通知送付

現地調査 決定通知 納税通知事業所 設備導入 60日以内 申請

(3) 旅館業においては、ホテル営業・旅館営業・簡易宿泊所営業の許可を県知事から
受けた者で、旅館業の用に供する建物の取得価格の合計額が２，７００万円を超
えること。

事業開始

手続きの流れ

（第１年度は課税なし、第２年度・第３年度は１/４課税となります。）

固定資産税を３年間軽減します！

道路貨物運送業・こん包業・卸売業の用に供する設備を新増設された場合、以下のとおり固定資
産税を軽減します。

《要件要件》(1) 一連の生産設備であって、車庫用（道路貨物運送業に限る）、作業場用または倉
庫用の建物並びに機械及び装置を含む減価償却資産を新増設し、その取得価格
の合計額が２，７００万円を超えること。

(2) 当該設備の新増設に伴い増加する雇用者の数が１５人を超えること。（日雇い者
を除く）

《軽減内容》上記要件を満たす設備の導入について、①作業場用、倉庫用、車庫用の建物 ②機械
及び装置 ③取得後１年以内に①の建物の建設に着手された土地 に係る固定資産税
を以下のとおり軽減します。

(2) コールセンター業においては、一連の生産設備であって、コールセンター業の用
に供する建物並びに機械及び装置の取得価格の合計額が、２，７００万円を超
えること。

固定資産税を３年間免除します！

ソフトウェア業・旅館業（下宿営業を除く）の用に供する設備を新増設された場合、以下のとお
り固定資産税を免除します。

(1)《要件要件》 新増設される設備の設置地域が　高柳・西山地域　であること。


